
環境影響評価の項目は、次の項目の中から、事業予定地周辺の環境や事業の特性に応じて、工事による影響、施設等の
存在による影響、施設等が稼働した供用による影響ごとに、必要な項目を選定します。

環境影響評価制度では、事業者と地域住民との適切なコミュニケーションが図られるよう、情報公開と住民参加に関す
る手続を設けています。

仙台市では、事業者の環境影響評価が適切に行われているか、科学的かつ客観的に審査するため、大気質や水質、動
植物などの専門家15名以内で構成される仙台市環境影響評価審査会を設置しています。
市長は、事業者に対し、環境の保全及び創造の見地からの意見を述べるにあたり、審査会の意見を聴くこととなって
います。
なお、審査会は、原則として公開しており、どなたでも傍聴が可能です（希少な動植物の生息・生育情報が特定される
場合などは除く）。

〇図書の縦覧
事業者から提出された環境影響評価図書は一定期間縦覧に供される
とともに、仙台市ホームページでも公表しています。

〇説明会等の開催
事業者は、事業による環境影響が及ぶおそれのある地域（関係地域）において、方法書、準備書の内容を
周知するための説明会を開催します。説明会にはどなたでも参加が可能です。
説明会の開催については、事業者が、新聞や配布チラシなどにより周知を行います。
また、市が必要に応じて開催する公聴会に出席して意見を述べることができます。

〇意見書の提出 
方法書及び準備書について、環境の保全の見地から意見を有する方は、決められた期間内において、
事業者に対し、意見書を提出することができます。
また、事後調査の結果等についても、市に対し、意見を申し出ることができます。

一般的事項

●事業計画を複数の工区や工期に分けて実施する場合であっても、全体の計画が規模要件以上であれば、
手続の対象となります。

●既存の施設や建物と比べて、同規模又は小さい規模で建て替える場合であっても、新たな施設や建物が
規模要件以上であれば手続の対象となります。

●規模要件に満たない場合であっても、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると市長が認める
ときは、条例による手続を行うよう求める場合があります。
●手続は、原則として1年以上の調査を実施するなど、長期間を要します（概ね３～４年）。また、準備書の提
出以降でなければ、事業に必要な許認可等の申請はできませんので、環境影響評価の対象となるような
事業を計画する際には、早めに相談して下さい。

●手続中の事業について、事業計画を変更する場合、または、評価書の公告の日から起算して5年を経過した日
以降に工事に着手する場合には、手続の再実施が必要となる場合がありますので、早めに相談して下さい。

●環境影響評価の実施にあたっての技術的事項については、「仙台市環境影響評価技術指針」及び「仙台
市環境影響評価技術指針マニュアル」を確認して下さい。

環境影響評価の項目

情報公開と住民参加

仙台市環境影響評価審査会

留意事項

●規模要件となる敷地面積には、事業に関連する取付け道路、変電施設や送
電施設を設置するための用地、緑地、残置森林等が含まれます。

●造成や伐採をしない場合であっても、敷地面積又は出力が規模要件以上の
事業は対象となります。

●太陽光発電設備を複数の工区や工期に分けて設置する場合であっても、全
体の敷地面積又は出力が規模要件以上であれば、手続の対象となります。

●森林地域における事業について、事業区域のすべてが森林地域ではない場
合においても、事業区域内の森林地域の面積の合計又は森林地域における
出力の合計が規模要件以上であれば、手続きの対象となります。（下図参照）

●森林地域における事業については、「森林地域における太陽光発電事業の環境配慮に関する指導方針」
（P.20）に基づき、事業計画の早期段階から、適切な環境配慮を検討してください。
●郊外部において一定規模以上の事業を行う場合には、環境影響評価手続に先行して、「杜の都の風土を
守る土地利用調整条例」に基づく手続が必要です。

太陽光発電所の設置事業について

区　　分 項　　目

環境の自然的構成要素の良好な状
態の保持を旨とする項目

生物の多様性の確保及び自然環境
の体系的保全を旨とする項目

人と自然との豊かな触れ合いの確
保及び歴史的、文化的な所産への配
慮を旨とする項目

環境への負荷の少ない持続的な発
展が可能な都市の構築及び地球環
境保全への貢献を旨とする項目

大気質、騒音、振動、低周波音、悪臭
水質、底質、地下水汚染、水象
地形・地質、地盤沈下、土壌汚染
電波障害、日照阻害、風害

植物、動物、生態系

景観、自然との触れ合いの場、文化財

廃棄物等、温室効果ガス等

森林地域の面積の合計が1.1ha
⇒1ha以上であり手続きの対象

森林地域における出力の合計が600kW
⇒400kW以上であり手続きの対象

又は

事業区域

300kW

300kW

事業区域

森林地域 森林地域

森林地域

森林地域
0.2ha

森林地域
0.5ha

森林地域
0.4ha
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大規模建築物の建設事業について

～その他、ご不明な点については、事前にご相談ください。～

●複数の建築物の建設計画が一体とみなせる場合には、延べ面積を合算し
て手続の対象となるか判断します。

●対象事業の実施に伴い、事業予定地内において既存建築物等の解体を
行う場合には、当該解体工事も環境影響評価の対象となります。そのた
め、手続が終了しなければ、解体工事も含め、工事に着手できません。

●都市再生特別措置法第2条第3項に基づく都市再生緊急整備地域内における事業については、「グリー
ンビルディングの整備を促進するための方針」 （P.２１）に基づき、手続きを行うことが可能です。

本方針に基づく適正な環境配慮がなされるものとして市長が認めるものについては、仙台市環境
影響評価条例に基づく手続きを適用しないこととしています。 なお、これまで通り環境影響評価手
続きを行うことも可能です。
詳細は、仙台市HP記載の

「仙台市環境影響評価条例
に規定する対象事業から除
く事業の認定に関する基準」
や「仙台市グリーンビルディ
ングの整備を促進するため
の方針の実施に関する要綱」
をご覧ください。

・

・

留意事項

●ガス、バイオマス等、火力を原動力とする発電所が該当します。ただし、石炭
火力発電所については、「杜の都・仙台のきれいな空気と水と緑を守るための
指導方針」（P.１９）に基づき、立地を自粛するよう強く要請します。

●工場等で自家消費するための発電所も該当します。 
●既存の工場・事業所内に新たに設置される発電所も該当します。

火力発電所の設置事業について

都市再生緊急整備地域
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